
大郷町 埋蔵文化財手続等フローチャート（流れ図）

工事着手可

工事着手可

（重要な遺構が発見された場合）

県・町・事業者の三者において、事業計画の変更や埋蔵文化財

の保存について協議を行います。

（計画変更可）

本発掘調査の実施

出土遺物整理

報告書作成

（計画変更不可）

・工事立会をする場合もあります。工事着手可

③試掘・確認調査

 （文化財保護法第９３条第１項）

工事実施の際に町職員が立会い、掘削状況や底面の写真撮影・

調査日や機材の手配について、町との協議が必要です。

三者協議

・町職員が遺跡の現状を把握し意見を添えて県に進達（提出）します。

・①慎重工事、②工事立会、③試掘・確認調査、いずれかの回答があります。

・工事開始の６０日前までに関係図面（Ａ４版）を添えて２部提出してください。

①慎重工事

②工事立会

工事着手可 ・工事立会をする場合もあります。

事業の計画・立案

特に調査を必要としないので慎重に工事を実施してください。

遺構発見時には速やかに町に連絡をしてください。

記録します。町との立会いの日程調整が必要です。

町に協議書を提出

県からの回答

町に発掘届を提出

遺跡の照会 係わりなし 工事着手可

 係わりあり

県からの回答

工事の前に試掘を行い記録します。発掘調査承諾書の提出と

・関係図面を添えて２部提出します。


